
一
九
四
四
年
一
一
月
一
五
日

旧

｢

満
州｣

生
ま
れ

一
九
六
八
年
三
月

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

一
九
七
〇
年
三
月

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
七
三
年
三
月

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

同

年
五
月

京
都
大
学
法
学
部
助
手

一
九
七
四
年
四
月

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
再
入
学

同

年
九
月

京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
退
学

同

年
一
〇
月

島
根
大
学
文
理
学
部
講
師

一
九
七
七
年
四
月

島
根
大
学
文
理
学
部
助
教
授

一
九
七
八
年
六
月

島
根
大
学
法
文
学
部
助
教
授

一
九
八
五
年
一
〇
月

島
根
大
学
法
文
学
部
教
授

一
九
八
八
年
一
〇
月

日
本
政
治
学
会
理
事

(

一
九
九
〇
年
九
月
ま
で)

一
九
九
〇
年
三
月

島
根
大
学
退
官

同

年
四
月

神
戸
学
院
大
学
法
学
部
教
授

一
九
九
一
年
一
月

法
学
博
士
の
学
位
取
得

(

京
都
大
学)

1

中
村
宏
教
授
略
歴
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一
九
九
四
年
八
月

海
外
研
究
員

(

イ
ギ
リ
ス)

(

一
九
九
五
年
九
月
ま
で)

一
九
九
六
年
四
月

神
戸
学
院
大
学
評
議
員

(

一
九
九
七
年
三
月
ま
で)

一
九
九
七
年
四
月

神
戸
学
院
大
学
法
学
部
長

(

一
九
九
九
年
三
月
ま
で)

二
〇
一
三
年
三
月

神
戸
学
院
大
学
退
職

同

年
四
月

神
戸
学
院
大
学
名
誉
教
授

2



Ⅰ

著
書

一
九
七
七
年

(

昭
和
五
二
年)

現
代
日
本
の
政
治

(

共
著)

法
律
文
化
社

一
九
八
〇
年

(

昭
和
五
五
年)

現
代
政
治
の
エ
ッ
セ
ン
ス

法
律
文
化
社

一
九
八
四
年

(

昭
和
五
九
年)

乱
連
立
の
時
代

(

共
著)

芦
書
房

一
九
八
五
年

(

昭
和
六
〇
年)

日
本
の
総
選
挙

一
九
八
三
年

(

共
著)

九
州
大
学
出
版
会

福
祉
国
家
と
社
会
主
義

法
律
文
化
社

一
九
八
七
年

(

昭
和
六
二
年)

首
相
・
竹
下
登
：
大
正
一
三
・
二
・
二
六－

昭
和
六
二
・
一
一
・
六

蒼
林
社
出
版

一
九
八
八
年

(

昭
和
六
三
年)

政
治

(

共
著)

有
斐
閣

一
九
九
一
年

(

平
成
三
年)

現
代
民
主
主
義
と
歴
史
意
識

(

共
著)

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

一
九
九
六
年

(

平
成
八
年)

地
方
選
挙
：
英
国
、
日
本
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(

神
戸
学
院
大
学
法
学
研

究
叢
書
七)

日
本
評
論
社

一
九
九
八
年

(

平
成
一
〇
年)

民
意
・
政
党
・
選
挙

(

共
著)

新
評
論

二
〇
〇
二
年

(

平
成
一
四
年)

危
機
の
二
〇
年
と
思
想
家
た
ち

(

共
訳)

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
〇
六
年

(

平
成
一
八
年)

現
代
日
本
の
政
治
と
政
策

(

共
著)

法
律
文
化
社

Ⅱ

主
要
学
術
論
文

一
九
七
二
年

(

昭
和
四
七
年)

支
配
の
研
究
：
福
祉
国
家
論
と
そ
の
成
立
基
盤

法
学
論
叢
第
九
一
巻
第
六
号

一
九
七
四
年

(

昭
和
四
九
年)

イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
お
け
る
二
党
制
の
研
究
：
保
守
党
＝
労
働
党
に
よ

る
二
党
制
の
形
成
要
因
の
検
討
を
中
心
と
し
て

法
学
論
叢
第
九
五
巻
第
四
号

3

中
村
宏
教
授
主
要
著
作
目
録
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一
九
七
五
年

(

昭
和
五
〇
年)

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
成
立
史
小
論

島
大
法
学
第
二
四
号

一
九
七
七
年

(

昭
和
五
二
年)

福
祉
国
家
論
批
判

法
律
時
報
第
四
九
巻
第
二
号

ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
論
ノ
ー
ト
：
思
想
形
成
と
そ
の
時
代

島
大
法
学
第
二
六
号

一
九
七
九
年

(
昭
和
五
四
年)

ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
論
ノ
ー
ト
：
ロ
シ
ア
革
命
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム

島
大
法
学
第
二
二
巻
第
二
号

一
九
八
〇
年

(

昭
和
五
五
年)

�ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
�
小
論
：
危
機
の
三
〇
年
代
と
ビ

ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ

政
治
経
済
史
学
第
一
六
九
号

危
機
の
三
〇
年
代
と
ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
：

｢

ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
、
新
し
い
文
明
？｣

の
刊
行
ま
で

政
治
経
済
史
学
第
一
七
五
号

一
九
八
一
年

(

昭
和
五
六
年)

ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
小
論
：
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
と
ソ
ヴ
ィ
ェ
ト

・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

島
大
法
学
第
二
五
巻
第
一
号

一
九
八
二
年

(

昭
和
五
七
年)

島
根
の
政
治
文
化
：
昭
和
四
六
年
、
五
〇
年
の
知
事
選
挙
と
そ
の
背

景
を
中
心
に

山
陰
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
二
号

低
投
票
率
の
人
口
統
計
学
的
考
察
：
松
江
市
長
選

(

五
六
・
一
〇
・

四)

の
投
票
実
態
調
査
の
分
析
を
中
心
に

(

一)

選
挙
第
三
五
巻
第
九
号

低
投
票
率
の
人
口
統
計
学
的
考
察
：
松
江
市
長
選(

五
六
・
一
〇
・

四)

の
投
票
実
態
調
査
の
分
析
を
中
心
に

(

二)

選
挙
第
三
五
巻
第
一
〇
号

一
九
八
三
年

(

昭
和
五
八
年)

地
域
政
治
の
構
造
と
動
態
：
島
根
の
保
守
政
治
集
団
の
考
察
を
中
心

に

島
大
法
学
第
二
六
巻
第
二
・
三
号

｢

フ
ェ
ビ
ア
ン
国
家｣

の
構
造
と
論
理
：
政
治
分
析
の
た
め
の
集
団

論
的
モ
デ
ル
の
作
成

(

一)

島
大
法
学
第
二
七
巻
第
一
号

｢

フ
ェ
ビ
ア
ン
国
家｣

の
構
造
と
論
理
：
政
治
分
析
の
た
め
の
集
団

論
的
モ
デ
ル
の
作
成

(

二)

島
大
法
学
第
二
七
巻
第
二
号

一
九
八
四
年

(

昭
和
五
九
年)

｢

フ
ェ
ビ
ア
ン
国
家｣

の
構
造
と
論
理
：
政
治
分
析
の
た
め
の
集
団

論
的
モ
デ
ル
の
作
成

(

三)

島
大
法
学
第
二
七
巻
第
三
号

｢

フ
ェ
ビ
ア
ン
国
家｣

の
構
造
と
論
理
：
政
治
分
析
の
た
め
の
集
団

論
的
モ
デ
ル
の
作
成

(

四)

島
大
法
学
第
二
八
巻
第
一
号

一
九
八
五
年

(

昭
和
六
〇
年)

参
議
院
島
根
選
挙
区

ジ
ュ
リ
ス
ト
総
合
特
集
第
三
八
号

｢

福
祉
国
家｣

の
構
造
と
理
論

島
大
法
学
第
二
八
巻
第
三
号

福
祉
国
家
イ
ギ
リ
ス
の
構
造
と
動
態
：
フ
ェ
ビ
ア
ン
の
議
論
を
中
心

に

島
大
法
学
第
二
九
巻
第
一
号

一
九
八
六
年

(

昭
和
六
一
年)

不
均
等
分
布
係
数
Ｋ
日
本
の
政
治
エ
リ
ー
ト
：
衆
議
院
議
員
・
性
、

4



学
歴

島
大
法
学
第
三
〇
巻
第
二
号

一
九
八
七
年

(

昭
和
六
二
年)

福
祉
国
家
イ
ギ
リ
ス
の
形
成
と
変
容
：
一
つ
の
仮
説

島
大
法
学
第
三
一
巻
第
一
号

一
九
八
八
年

(

昭
和
六
三
年)

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
と
福
祉
国
家
イ
ギ
リ
ス
の
変
容
：
住
宅
政
策
を
中

心
に

日
本
政
治
学
会
年
報
政
治
学
一
九
八
八
年

一
九
八
九
年

(

平
成
元
年)

島
根
の
地
方
議
員
調
査
か
ら

選
挙
研
究
第
四
号

一
九
九
二
年

(

平
成
四
年)

＜

調
査
報
告＞

地
方
議
員
と
有
権
者
の
階
層
帰
属
意
識
と
不
公
平
感
：

党
派
別
比
較
を
中
心
に

神
戸
学
院
法
学
第
二
一
巻
第
四
号

A
n

In
tro

d
u

ctio
n

to
C

o
n

te
m

p
o

rary
Jap

an
e

se
P

o
litics

(
1)：

P
o

litical
P

artie
s

神
戸
学
院
法
学
第
二
二
巻
第
三
・
四
号

一
九
九
三
年

(

平
成
五
年)

A
n

In
tro

d
u

ctio
n

to
C

o
n

te
m

p
o

rary
Jap

an
e

se
P

o
litics

(
2)：

E
le

ctio
n

s

神
戸
学
院
法
学
第
二
三
巻
第
二
号

A
n

In
tro

d
u

ctio
n

to
C

o
n

te
m

p
o

rary
Jap

an
e

se
P

o
litics

(
3)：

T
h

e
P

o
licy

-m
ak

in
g

P
ro

ce
ss

an
d

T
h

e
P

re
ssu

re
G

ro
u

p
s

神
戸
学
院
法
学
第
二
三
巻
第
三
号

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
選
挙
に
つ
い
て
の
一
考
察(

一)

：
低
い
投
票
率
と

多
い
無
投
票
当
選
と
そ
の
背
景
を
中
心
に

神
戸
学
院
法
学
第
二
三
巻
第
四
号

一
九
九
四
年

(

平
成
六
年)

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
選
挙
に
つ
い
て
の
一
考
察(

二)

：
低
い
投
票
率
と

多
い
無
投
票
当
選
と
そ
の
背
景
を
中
心
に

神
戸
学
院
法
学
第
二
四
巻
第
二
号

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
選
挙
に
つ
い
て
の
一
考
察(

三)

：
低
い
投
票
率
と

多
い
無
投
票
当
選
と
そ
の
背
景
を
中
心
に

神
戸
学
院
法
学
第
二
四
巻
第
三
・
四
号

一
九
九
五
年

(

平
成
七
年)

A
C

o
m

p
arativ

e
A

n
aly

sis
o

f
B

ritish
an

d
Jap

an
e

se
P

o
litics

fo
-

cu
sin

g
o

n
th

e
tu

rn
o

u
t

in
e

le
ctio

n
s

神
戸
学
院
法
学
第
二
五
巻
第
二
号

一
九
九
七
年

(

平
成
九
年)

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
議
会
に
お
け
る
小
選
挙
区
制
度
と
政
党
制
と
の
関

連
に
つ
い
て
の
一
考
察

神
戸
学
院
法
学
第
二
七
巻
第
一
・
二
号

一
九
九
八
年

(

平
成
一
〇
年)

政
党
助
成
法
へ
の
一
批
判
：
新
進
党
分
裂
と
野
党
再
編
に
際
し
て
の

ノ
ー
ト

神
戸
学
院
法
学
第
二
七
巻
第
三
号

各
小
選
挙
区
で
の
一
党
優
位
状
況
：
戦
後
イ
ギ
リ
ス
総
選
挙
の
各
選

挙
区
で
の

｢

政
党
制｣

(

党
派
別
議
席
変
動)

状
況

神
戸
学
院
法
学
第
二
八
巻
第
二
号

二
〇
〇
〇
年

(

平
成
一
二
年)

5



｢
西
欧｣

各
国
で
の
比
例
代
表
制
と
政
権
交
替

神
戸
学
院
法
学
第
二
九
巻
第
四
号

｢

政
治
学｣

の
講
義
範
囲
：
先
進
国
の
民
主
主
義
政
治
の
枠
組
で
ど

こ
ま
で
説
明
し
て
い
る
か

神
戸
学
院
法
学
第
三
〇
巻
第
二
号

二
〇
〇
一
年

(

平
成
一
三
年)

首
相
公
選
制
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察

神
戸
学
院
法
学
第
三
一
巻
第
一
号

世
界
各
国
の
政
府
形
態
の
予
備
的
考
察

神
戸
学
院
法
学
第
三
一
巻
第
三
号

二
〇
〇
三
年

(

平
成
一
五
年)

世
界
各
国
の
女
性

｢

政
治
家｣

：
地
域
別
比
較

神
戸
学
院
法
学
第
三
二
巻
第
四
号

｢

ア
ジ
ア
的
価
値｣

と
ア
ジ
ア
の
女
性
政
治
家
の
類
型
学

神
戸
学
院
法
学
第
三
三
巻
第
二
号

二
〇
〇
四
年

(

平
成
一
六
年)

占
領
下
で
の

｢

民
主
化｣

と
日
本
の

｢

従
う
政
治
文
化｣
：
丸
山
眞

男
の
洞
察
を
手
が
か
り
に

神
戸
学
院
法
学
第
三
四
巻
第
一
号

二
〇
〇
五
年

(

平
成
一
七
年)

国
会
議
員
互
助
年
金
制
度
の
一
考
察
：｢

公
的
な
も
の｣

と
は
何
か

神
戸
学
院
法
学
第
三
四
巻
第
四
号

二
〇
〇
六
年

(

平
成
一
八
年)

戦
前
に
お
け
る
国
際
観
光

(

外
客
誘
致)

政
策
：
貴
賓
会
、
ジ
ャ
パ

ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
、
国
際
観
光
局
設
置

神
戸
学
院
法
学
第
三
六
巻
第
二
号

二
〇
〇
七
年

(

平
成
一
九
年)

戦
時
下
に
お
け
る
国
際
観
光
政
策
：
満
州
事
変
、
日
中
戦
争
、
第
二

次
大
戦

神
戸
学
院
法
学
第
三
六
巻
第
三
・
四
号

二
〇
一
一
年

(

平
成
二
三
年)

国
政
選
挙

(

と
く
に
比
例
選
挙)

で
の
選
挙
権
行
使
に
お
け
る
三
ヵ

月
の
住
所
要
件

神
戸
学
院
法
学
第
四
〇
巻
第
三
・
四
号

6


